
埼玉県屋外広告物条例 はり紙等広告物の申請書類

種類 新規申請 更新申請 根拠等

申請書 必須 必須 様式第1号・2号

位置図又は写真＊1 必須 省略可 第2条第1項第1号

仕様書（別添１参照） 必須 添付不要 第2条第1項第2号

承諾書（別添２参照）

必須

① 承諾書
② 位置図及び地番一覧表＊2

①又は②のいずれか

省略可

ただし、更新の期間が、新規申請時
に添付した承諾書の承諾期間を超過
する場合＊3には、次のいずれかが必
要
① 承諾書
② 位置図及び地番一覧表＊2

第2条第1項第3号

≪久喜市≫

○ はり紙、はり札、広告旗、立看板等の許可申請に必要な書類は、以下のとおりです。

○ 許可不要（適用除外）で設置できる場合もあります。（公職選挙法による選挙運動、非営利目的で表示期間15日以内等）

○ 詳細は窓口等でご確認ください。

＊1 表示・設置する場所及び周囲の状況が分かるもの ＊2 表示・設置する場所の地番一覧表（別添３参照）

＊3 承諾期間が自動更新の場合は省略可 ６


